平成３０年８月２１日
会員各位
（一社）石川県建設業協会
建設技術研修所
所　長　辻啓一
登録解体工事講習会の開催について（ご案内）
平成２８年６月１日より建設業許可にかかる業種区分に「解体工事業」が新設されました。これに伴い、これまで「とび・土工工事業」の許可を受け解体工事を　　行っていた建設業者で、引き続き解体工事を行う場合は、３年間（平成３１年５月３１日まで）のうちに、解体工事業の許可を受ける必要があります。
ついては、許可を受けるための専任の技術者の要件は別添のとおりであり、解体工事の実務経験のない方を対象とした、登録解体講習を下記のとおり開催いたします。今後引き続き解体工事を行う企業にあっては、この機会に受講されますようご案内いたします。
記
1． 開催日時　　平成３０年１０月２３日（火）　１２時２０分～１７時
2． 場所　　石川県建設総合センター　７階大ホール
3． 受付　　１１時２０分より
4．  受講料　　１名　８，５００円(申込の際に下記口座へお振込みください)
5． 振込先　　北國銀行　泉支店　普通預金　７２０２６
　　　　　　　　　　 石川県建設業協会技術研修所
6． 定　　　員　　１５０名
 尚、受講者多数の場合は、１企業における受講者数を制
　　　　　　　　　　 限させていただきます。
7． 申込期限　　９月１９日（水）（厳守）
8． [bookmark: _GoBack]必要書類  別紙「申し込みの際の注意事項等」をご参照ください。
9． 主催　　全国建設研修センター・石川県土木施工管理技士会
　　　　　　　　　　　（一社）石川県建設業協会
　なお、当日は駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関のご利用また、
会社単位での乗り合わせでお願いいたします。
※当講習会はＣＰＤ、ＣＰＤＳ（５ユニット）対象（現在申請中）となります。

登録解体工事講習会（ＤＶＤ講習）カリキュラム
平成３０年１０月２３日（火）

【受　　付　（１１時２０分より）】
【講習時間　（１２時２０分〜１７時００分）】
【講　　義　（３.５時間）】
【講義内容　登録解体工事　ＤＶＤ講習】
・解体工事の関係法令に関する科目
・解体工事の工法に関する科目
・解体工事の実務に関する科目
【修了試験　（０.５時間）】
